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海外展示会に向けた研修会業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名  海外型小規模事業者広域型販路開拓支援パッケージ事業支援事業業務委

託 。 

 

２ 事業趣旨  

 持続的発展を目指す中小・小規模事業者が、新たな販路開拓先として海外市場を見出す

機会（以下「海外型小規模事業者広域型販路開拓支援パッケージ事業」という。）を設け、

新たなビジネスチャンスを支援する。 

 

３ 研修会の目的 

  

 

４ 業務内容 

 

（１）海外での食に関するニーズの情報提供 

 

（２）独自展示会に向けての具体的提案方法について 

 留意点：輸出事業へエントリーする企業は、輸出に不慣れな点・商材が多品種少量の商

品が予想されるため日本の伝統・文化をフードコーディーネートし販路開拓に結び付け

る狙いがある。 
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（３）応募方法 

（３－１）必要書類 

・受託する業務につき、企画書及び項目ごとに明細を付した見積書 

・会社案内書 

・受託業務に関わる実績紹介 

（３－２）応募書類の提出先 

   ■住所：〒３１１－１５１７ 茨城県鉾田市鉾田２４８２－１ 

   ■社名：鉾田市商工会 

（３－３）応募締め切り日 

   ■平成３０年６月５日（火）必着 

     

（４）応募者選定方法 

   ■選定時に考慮する項目 

    見積価格、委託業務に関連する業務の実績、提案内容、企画等の実現性、等選定 

    者（鉾田市商工会）が応募内容をもとに厳正に審査し選定する。 

 

（５）選定結果の通知 

   ■平成３０年６月６日（水）に、鉾田市商工会 HP にて公表する。 

 

（６）予定価格 

■本仕様書に定める業務内容を委託するにあたり、定額委託料は 700,000 円 

（税別）を予定している。 

 

（７）請求 

■１１月締め（８月～１１月分）、の各締日で実際に支出が完了した費用につき証憑

とともに請求書を提出する。 

なお、合計請求金額は応募時の見積金額を超えないものとする。 

請求書の妥当性等につき鉾田市商工会・全国商工会連合会が審査し、適正と認めた 

場合に支払う。また、全国商工会連合会が認めた場合、委託料の半金の概算払いを 

行うことができる。 

 

（８）支払方法 

■各締日ごとに指定口座に銀行振り込みで行う。 

 

（９）業務進行上の注意 

(1) 当該業務は、本仕様書に基づき実施すること。  
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(2) 契約締結後速やかに着手し、委託業務の進行については本会に随時報告すること。  

(3) 委託業務における資料・根拠等はすべて明確にしておくこと。  

(4) 受託者は、常に本商工会職員（以下「職員」という。）と密接な連携を図り、本会の

図について熟知のうえ作業に着手し、効率的進行に努めなければならない。  

(5) 本仕様書に明記されていないこと及び業務上生じた疑義については、職員と協議して

定めること。  

 

（１０）特記項の遵守  

業務を遂行するにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならな

い。  

（１１）事業実施期間 

契約締結日から平成３１年３月３１日まで 

 

 


